
令和７年度 介護保険施設等運営指導における主な指摘・指導事項 

 

≪共通≫ 

事例 ・虐待の防止のための指針に盛り込むべき項目が不足している 

根拠等 

【介護保険最新情

報 Vol.945 令和３

年３月１９日】 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

訪問型サービス事業者等が整備する「虐待の防止のための指針」には、次の 

ような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

事例 

・業務継続計画にかかる研修や訓練が必要回数実施されていない。記録が不
十分であり実施が確認できない 

・感染症予防及びまん延防止のための委員会・研修・訓練が必要回数実施さ
れていない。記録が不十分であり実施が確認できない 

・虐待の防止に係る委員会・研修・訓練が必要回数実施されていない。記録
が不十分であり実施が確認できない 

根拠等 

居宅介護支援 

【基準第１９条の

２】 

【基準第２１条の

２】 

【基準第２７条の

２】 

 

地域密着 

【基準第３条の３

０の２】 

【基準第３条の３

１】 

【基準第３条の３

８の２】 

（業務継続計画の策定等） 

第十九条の二 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業

務継続計画の変更を行うものとする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第二十一条の二 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又は

まん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね六月に一回以

上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

二 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

三 当該事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため

の研修及び訓練を定期的に実施すること。 

（虐待の防止） 

第二十七条の二 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

二 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

資料№２ 



事例 

・一部利用者において、重要事項説明書や利用契約書への同意が確認できな
い 

・重要事項説明書について、報酬や加算、利用料等を変更した際に同意を得
ていない 

・運営規程と重要事項説明書の整合性がとれていない 

根拠等 

居宅介護支援 

【基準第４条１

項】 

 

地域密着 

【基準第３条の７

第１項】 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

事例 

・加算要件を満たしていない 

（例）事業所全体の研修計画はあるものの、サービス提供体制強化加算Ⅱの
算定要件である従業者ごとの研修計画であると一見して判断できる計画では
ない 

根拠等 

【厚生労働大臣が

定める基準５７】 

小規模多機能型居宅介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者(指定

地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護従業者を

いう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研

修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。 

 

― 途中省略 ― 

 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(１) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師

又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十

以上であること。 

(２) イ(1)、(2)及び(4)に適合するものであること。 

≪居宅介護支援≫ 

事例 
・居宅サービス計画を作成する前に、課題分析を行っていない 

・課題分析の結果と居宅サービス計画の内容がつながっていない 

根拠等 

【基準第１３条第

１項第８号】 

介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき、

利用者の家族の希望及び当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案

して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切な

サービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な

援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時

期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記

載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。 

事例 
・福祉用具貸与を利用しているが、サービス担当者会議にて貸与が継続して
必要かどうかを話し合った記録がない 

根拠等 

【基準第１３条第

１項第２２号】 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、そ

の利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、

必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性

について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由

を居宅サービス計画に記載しなければならない。 



事例 
・通院時情報連携加算を算定しているが、医師に情報提供した内容と医師か
らもらった情報についての内容について記録が十分でない 

根拠等 

【算定基準別表

ト】 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門

員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該

利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利用者に

関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者１

人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。 

事例 
・支援経過に訪問先、面談した相手の記載が無い。また軽微な変更とした場
合、理由が記載されていない 

根拠等 

【介護サービス計

画書の様式及び課

題分析標準項目の

提示について（別

紙１）５】 

第５表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員がケアマネジメントを推進する上での

判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであることから、介護支援専門

員が日頃の活動を通じて把握したことや判断したこと、持ち越された課題などを、記録

の日付や情報収集の手段（「訪問」（自宅や事業所等の訪問先を記載）、「電話」・

「FAX」「メール」（これらは発信（受信）がわかるように記載）等）とその内容につい

て、時系列で誰もが理解できるように記載する 

そのため、具体的には、 

・日時（時間）、曜日、対応者、記載者（署名） 

・利用者や家族の発言内容 

・サービス事業者等との調整、支援内容等 

・居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断等の客観的な事実や判断の根

拠を、完結かつ適切な表現で記載する。 

事例 ・課題分析項目について、最新の項目に変更されていない 

根拠等 

【介護サービス計

画書の様式及び課

題分析標準項目の

提示について（別

紙４）】 

別紙参照 

事例 
・モニタリング時、利用者の状態・環境の変化の有無について記録にのこさ
れていない 

根拠等 

【基準第１３条１

項１３号】  

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画

の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

【介護サービス計

画書の様式及び課

題分析標準項目の

提示について（別

紙１）５】 

モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等目標の達成度、事業

者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する 

  



≪地域密着型サービス共通≫ 

事例 
・重要事項説明書について、介護サービス利用にかかるその他費用に該当し
ない項目が含まれている 

根拠等 

【基準第７１条第

３項】 

３ 事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用

者から受けることができる。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

二 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス

を提供する場合は、それに要した交通費の額 

三 食事の提供に要する費用 

四 宿泊に要する費用 

五 おむつ代 

六 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に

負担させることが適当と認められる費用 

【通所介護等にお

ける日常生活に要

する費用の取扱い

について（平成１２

年３月３０日老企

第５４号）】 

１ 「その他の日常生活費」の趣旨 

「その他の日常生活費」は、利用者、入所者又は入院患者(以下「利用者等」という。)又

はその家族等の自由な選択に基づき、事業者又は施設が通所介護等の提供の一環として提

供する日常生活上の便宜に係る経費がこれに該当する。 

なお、事業者又は施設により行われる便宜の供与であっても、サービスの提供と関係のな

いもの(利用者等の嗜好品の購入等)については、その費用は「その他の日常生活費」とは

区別されるべきものである。 

≪地域密着型通所介護≫ 

事例 ・利用者の心身の状況・環境等を把握後、通所介護計画を作成すること 

根拠等 

【基準第２７条第

１項】 

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。 

事例 
・通所介護計画書についてプログラムなどのタイムスケジュール、送迎の有
無が記載されていない 

根拠等 

【老振発第０３２

７第２号別紙４】 

令和３年介護報酬改定時に「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養管理及び口腔管

理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」様式

３－４に変更している。（別紙参照） 

事例 
・入浴介助加算Ⅱについて入浴計画を作成する前に、利用者宅の浴室状況評
価が行われていない 

根拠等 

【厚生労働大臣が

定める基準１４の

５】 

指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者が共同して、医師等との連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により

把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。 

  



≪小規模多機能型居宅介護≫ 

事例 
・課題分析や居宅サービス計画に小規模多機能居宅介護サービスを利用する
根拠の記載がない 

根拠等 

【基準第６２条】 

指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小規模多機能

型居宅介護」という。）の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービ

スの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域

住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常

生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

事例 ・課題分析の記載が居宅サービス計画書の根拠となっていない 

根拠等 

【居宅介護支援基

準第１３条第１項

８号】 

居宅介護支援に記載あります 

事例 
・サービス担当者会議開催時に福祉用具貸与を継続して利用する必要性につ
いて検討されていない 

根拠等 

【居宅介護支援基

準第１３条第１項

２２号】 

居宅介護支援に記載あります 

事例 
・モニタリング項目に利用者・家族の満足度や状態変化・目標の達成度につ
いて記載がない 

根拠等 

【介護サービス計

画書の様式及び課

題分析標準項目の

提示について（別

紙１）５】 

居宅介護支援に記載あります 

事例 ・アセスメント・モニタリングについて、利用者自宅で面談されていない 

根拠等 

【居宅介護支援基

準第１３条第１項

７号】 

介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなけ

ればならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家

族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

≪認知症対応型共同生活介護≫ 

事例 
・モニタリング時に目標の達成度・利用者の状態の変化・利用者の満足度に
ついて記載されていない 

根拠等 

【基準第９８条第

６項】 

計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業

者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス

等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施

状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとす

る。 

  



事例 ・課題分析が十分に行われておらず、計画作成の根拠となっていない 

根拠等 

【基準第９８条第

３項】 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

≪地域密着型介護老人福祉施設≫ 

事例 ・利用者の状態の変化に合わせて、計画内容の変更を検討していない 

根拠等 

【基準第１３８条 

第９項】 

計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サ

ービス計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行

い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 

事例 
・モニタリング時、目標の達成度、計画変更の必要性、本人満足度、状態の
変化について記載されていない 

根拠等 

【介護サービス計

画書の様式及び課

題分析標準項目の

提示について（別

紙２）】 

第６表：「施設介護支援経過」 

モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・ 

満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、施設サービス計画の変更の必要性等に

ついて記載する。 

 

基準…指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準または指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準 
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Ⅰ 利用者の基本情報

利用者本人の希望 家族の希望

利用者本人の社会参加の状況

利用者の居宅の環境（利用者の居宅での生活状況をふまえ、特によく使用する場所・使用したいと考えている場所の環境を記入）★

Ⅱ　サービス利用目標・サービス提供内容の設定

未実施 未実施

未実施 未実施

未実施 未実施

未実施 未実施

未実施 未実施

【（地域密着型）通所介護計画書】

実施後の変化(総括）　再評価日： 　　　　年　　月　　日

通所介護利用までの経緯(活動歴や病歴)

性別 大正　　/　　昭和

健康状態(病名､合併症(心疾患､吸器疾患等)､服薬状況等)★

説明者

特記事項

ケアの上での医学的リスク(血圧､転倒､嚥下障害等)･留意事項★

長期
目標

設定日　　　　　年　　月

ふりがな

利用目標

　計画作成者：

　職種：

障害高齢者の日常生活自立度: 自立 J1 J2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 認知症高齢者の日常生活自立度: 自立 Ⅰ Ⅱa  Ⅱb  Ⅲa  Ⅲb  Ⅳ  M

氏　名

要介護度

目標
達成度

達成 ・ 一部 ・ 未達
達成予定日　　　年　　月

短期
目標

設定日　　　　　年　　月 目標
達成度

達成 ・ 一部 ・ 未達
達成予定日　　　年　　月

③

　　月　　　日　～　　　月　　　日

①

　　月　　　日　～　　　月　　　日 実施 達成

②

　　月　　　日　～　　　月　　　日 実施 達成

　　月　　　日　～　　　月　　　日

一部 一部

実施 達成

一部 一部

（地域密着型）通所介護 ○○○　　　　〒000-0000　住所：○○県○○市○○ 00-00　　　管理者：
　　事業所No.000000000　　　　　　　　　Tel.000-000-0000/Fax.000-000-0000

迎え（有・無）

送り（有・無）
一部

実施 達成

一部

④

⑤

(予定時間)

　　月　　　日　～　　　月　　　日 実施 達成

一部 一部

効果、満足度など

利用者・家族に対する本計画の説明者及び同意日

※サービス提供内容の設定にあたっては、長期目標・短期目標として設
定した目標を達成するために必要なプログラムとなるよう、具体的に設
定すること。
※入浴介助加算（Ⅱ）を算定する場合は、★が記載された欄等において
必要な情報を記入すること。

作成日： 　　　　年　　月　　日 前回作成日： 　　　　年　　月　　日 初回作成日： 　　　　年　　月　　日

(ｻｰﾋﾞｽ内容)

　　年　　月　　日生　　歳

一部 一部

サービス提供内容（※）

目的とケアの提供方針・内容
評価

実施 達成

資料No.2_添付資料別紙様式３－４

　　　　　年　　月　　日

説明・同意日

プログラム（1日の流れ）


